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夜間巡回バスによる
青少年へのアウトリーチ

【解決したい社会課題】
夜の街をさまよう子どもが、危険に取り込まれる
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「すべての少女に衣食住と関係性を
 困っている少女が搾取や暴力に行きつかなくてよい社会」を合言葉に活動。
公的機関が閉館中の夜間や休日でも本人自ら駆け込めるシェルターを日本で初めて開設。
年間100名以上の全国の女子中高生と関わっている。

Colaboの活動

相談事業

就労支援
事業

支援者
養成事業

巡回事業
（繁華街や地域の巡回、

サイバー巡回）

居場所づくり事業
（自助グループの
運営、合宿）

自立支援事業
（中長期シェルターの運営、

生活支援）

基礎的支援事業
（一時シェルターの運営、
食事・物品・風呂の提供、

同行支援）
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「仕事探してない？」
「ここで何してるの？お腹すいてない？」
「こんなところにいたら危ないし、
 補導されちゃうよ」

などと声をかけ、食事や宿泊場所、寮や
仕事を提供することを搾取の手段として
近づき、売春や犯罪に斡旋している。

虐待や貧困などを背景に、児童買春や性暴力の被害に遭ったり、犯罪に巻き
込まれる子どもが後を絶たない。
夜の街ではJKビジネス（女子高生の性を売買することから、日本における人身取引と国連などから指摘さ
れている）の経営者や違法風俗店のスカウト、買春者などが少女たちに声をかけており、その数は渋谷や
新宿で毎晩100人以上。

- 社会的背景 - ①支援につながる前に、危険に取り込まれる子どもたち

児童買春

JKビジネス

児童買春児童買春児童買春児童買春児童買春
H28児童ポルノ事件被害児童1313名H28 児童ポルノ事件被害児童1313名
児童買春被害児童 186名（警視庁把握数）

J KKビビジネスジネスジネスジネス
都内 174 店舗 (2016.1）

「ここで何してるの？お腹すいてない？」
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- 社会的背景 - ②背景に虐待や貧困、障害、孤立

■ 背景には、さまざまな困難。
■ 知的障害、精神障害、発達障害のある子どもが
狙われ搾取されているケースも多く、性被害にあっ
た子どもが自傷行為や自殺未遂を行うケースも後を
絶たない。中には、小学生の時の被害もある。

そうした子どもたちを早期発見し、支援に繋ぐ活動が求められている。

困った子ども

困っている子ども

虐待
H27通告件数
10万3000件以上

自殺10代死因第1位
H2710代 554人

子どもの貧困
H26 7人に1人

妊娠・中絶
H27 10代人工中絶件数
1.6万件

高校中退 H27 4.9万人
不登校 H27 高校生 4.9万人 中学生 9.8万人

社会的困難
家庭問題

障害

犯罪被害

深いトラウマ

孤独感

不安

大人への不信感
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あきらめ

不信感

保護じゃ
ないよね？

- 社会的背景 - ③公的機関の支援からこぼれおちる子どもたち
青少年のニーズに合わない公的機関の体制
夜の街で中高生に声をかけたとき「保護じゃないよね？」と怯えた表情で言われることがある。
児童福祉につながった経験を持ちながら、適切に対応されなかったことから不信感を抱いている。

・開所時間・保護の体制に問題

・保護のニーズが高まる夜間や休日は児童相談所は
閉館、開いている公的機関は警察だけだが子ども
を保護するための機関ではない。

・また、一時保護所では、職員やスペースの不足
から管理・指導的な対応が行われていること、
ハイティーンの子どもへの専門性の不足などから
「二度と行きたくない」と話す中高生。

・家出や買春に関わる子どもは児童福祉施設や
里親家庭での受け入れが難しい。

・青少年への対応に特化し、時間をかけて関係性
を築くことのできるシェルターの増設や、官民の
支援機関の連携が必要である。
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出会いに行かなければ、
出会えない子どもたち

・暴力の中で育ち、自分が悪いと思い込んでいたり、人間不信になっていたりする子どもたちは、
自分から相談に行かない。自分が困っていることを認識できていなかったり、自暴自棄になっ
たりしていることも多い。そうした子どもの多くは「大人に諦められた」と感じる経験を持って
おり、自分から助けを求められない。

・これまで私たちのもとには、青少年支援者から「そういう子どもは窓口に来ない」「出会えない」
などの相談も寄せられた。相談窓口に電話し、時間を予約して、足を運ぶことは現実的ではない。

- 社会的背景 - ④「助けて」と言えない子どもたち
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事例
ー ある中学生の体験 ー
「自分に関心を寄せてくれるのも頼れるのも、
　　　　　　　 体目的の大人だけだった」

ー ある高校生の体験 ー
「２年前、渋谷で声をかけられたのが
　       きっかけで、連絡してみようと思った」

　Colabo で保護したある中学生は、母親とその彼氏による暴力から逃れるため、真冬の深夜２時頃家を
飛び出し街をさまよっていた時「お腹すいてない？」と見知らぬ男に話しかけられた。男はコンビニでおに
ぎりを買ったあと、少女を家に連れ込み、強姦した。 「家にいられないとき、声をかけてくるのは体目的の
男の人だけだった。そういう人しか自分に関心を持たないと思っていたし、頼れるのはそういう人だけだった。
女の人が声をかけてくれることはなかった。自分が大人になったら、そういう子たちに声をかけられる人にな
りたい」と話した。      

　ある少女は、中学生の時に仁藤に街で声をかけられ、連絡カードをもらっていた。その時すぐには支援
につながらなかったが、家出を繰り返したことから児童相談所に保護され、家庭復帰はできないと判断さ
れていた。保護中、関わった事件が発覚し、少年院送致となった。少年院では自身の生活を反省し、
人生をやり直したいと思ったが、出院時には、児童相談所と少年院・保護観察所が管轄の違いにより一
切連携をしておらず、家庭に戻された。家では虐待され、このままでは前の生活に戻ってしまうと思い、私
たちを思い出して連絡をくれた。Colabo で保護し、関係機関連携会議を開催、官民が連携して支援中
である。

街をさまよう中で児童買春被害にあった少女たちが、そこに至る前に子
どもを守る立場にあるはずの保護者、教員、児童福祉施設職員などから
言われた言葉を作品にした。
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すべての青少年に「衣食住と関係性」があり、
困難を抱えた青少年が危険につながる以外の選択肢を持ち、
搾取や暴力に行きつかなくてよい社会。

すべての青少年に「衣食住と関係性」があり、
目指す社会像
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- 課題解決のために- 
1. 家に帰らず/帰れずにいる子どもを発見し、声をかけ、つながる

夜の繁華街に停車したバスを拠点に青少年へのアウトリーチを行う。
同時に中間的就労の場を作り、入口と出口の支援を強化し、出会い
から自立まで支える仕組みを確立する。
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- 課題解決のために- 
2.「つないで終わり」の問題解決型支援から、
                    関係性を持ち続けることを目的とした伴走型支援へ

関係機関と連携しながら、伴走支援を行う。

複合的に困難を抱えた子どもに対して、金
銭的・物的支援、保護、就労支援、住ま
いの確保などを行うだけでは自立には繋が
らない。官民のあらゆる制度を利用しなが
ら、その時々の問題に寄り添い支えていくこ
とが必要。本事業では一つの支援がうまく
いかなくても、次の支援、その次の支援と「つ
ないで、戻す」を繰り返せる支援体制と関
係性を構築。寄り添うことを問題解決のた
めの手段ではなく目的として考える。青少
年に出会い、共に考え、行動する存在にな
る「関係性の支援」を行う。
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- 具体的な活動 - 
1. 夜間巡回バスによるアウトリーチ

夜の繁華街に停車したバスを拠点に青少年に対するアウトリーチを行い、
話を聞いたり、物品や食事、情報提供を行う。

必要に応じてシェルターでの
保護、公的機関や病院への
同行支援や、生活・法律相談
を行う。
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- 具体的な活動 - 
2.シェルターでの保護・同行支援

2018年、シェルターを10部屋増設
365日少女を受け入れられる体制に
企業と連携し、男子のための宿泊場所も確保

一時シェルターは、「一夜を過ごせる場所がない」ときに駆け込める場として運営。少女ごとに担当スタッフが付き、関係
機関と連携し、少女が安心して過ごせる生活場所が見つかるまで、関係各所と連携し、生活を支える。

一
時
保
護

中長期シェルターは、半年～４年を目安に中長期的に生活できる場として運営。他の受け入れ先が見つからない場合や、
18 歳以上で児童福祉の対象にはならない年齢であったり、少年院や児童福祉施設退所後に行き先が見つからなかったりす
る場合などに暮らせる場とする。 

中
長
期
保
護

宿直スタッフは、婦人保護施設の元職員など専門性を持ち、支援に長年
関わってきた方が中心。男子の保護が必要になった場合には使用できる
シェルターがないため、企業（東横イン）と連携し、全国にあるホテル
の空室を安価で借りられるよう連携。
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これまで「気になる子どもがいたけど、どうしたらよいの
かわからなかった」と全国の支援者などから相談を受ける
ことが多かった。
困っている子どもを発見し、声掛けできるようになることを
目的とし研修を開催。夜の街を歩くフィールドスタディー、
座学、家出体験研修、アウトリーチ実践などを行う。

夜の街をさまよう子どもたちの背景や、生活実態、
効果的な支援のありかたについて、調査・研究を
通して明らかにし、政策提言や国への要請を行う。

- 具体的な活動 - 
4. アウトリーチ支援者養成講座の開催 

5. 街をさまよう青少年の生活実態・背景の調査研究

家出体験研修で当事者の気持ちを体感
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夜の街をさまよう青少年と繋がる
「夜間巡回バス」を走らせたい！ 

① 夜間巡回バスによるアウトリーチ活動

韓国での先行事例の視察にて

夜の街に停車したバスを拠点に、少年少女へのアウトリーチを行い、夜の街
をさまよう青少年に声をかけ、食料や物品、情報提供を行います。バスでは、
話を聞いたり、食事提供を行ったりします。
この活動では、まずは「発見し、出会い、つながること」を目的とします。それ
が、出会った青少年たちが困ったときに相談したり、必要なタイミングで支
援を受けたりするためのきっかけづくりになると考えています。さらなる保護
や支援が必要な場合は、公的機関や民間支援団体と連携し、支えていきます。

▼バスの中

私たちColaboでは、「すべての少女に衣食住と関
係性を。困っている少女が暴力や搾取に行き着か
なくてよい社会に」を合言葉に、中高生世代を中心
とする女子を支える活動を行っています。
夜の街で家に帰れずにいる少女たちへの声掛け
や相談に乗るほか、児童相談所や警察、学校、病院
などへの同行支援、虐待や性暴力被害を背景に家
に帰れない少女たちが一時的に泊まれるシェルタ
ーの運営、食事、風呂、衣類や宿泊場所などの提供
を行っています。さらなる支援が必要な場合には、
中長期シェルターで暮らしを支え、同じような境遇
を生き抜いた女子たちによる自助グループの運営
や就労支援も行っています。

虐待や貧困など、さまざまな事情から家に帰るこ
とができない子どもたちが、夜の繁華街を徘徊し、

性被害に遭ったり犯罪に巻き込まれる事件が後を
絶ちません。子どもたちは単なる「非行少女」「不良
少年」としてみられ、その背景にある問題や支援の
必要性に目を向けられることなく、危険や暴力に
さらされ続けているのが現状です。

私たちは、そうした子どもたちを「発見し、出会い、
つながること」を目的に、夜の繁華街に大型バスを
巡回させ、家に帰れずにいる子どもたちへの支援
のきっかけを作るとともに、シェルターでの保護や
自立支援の強化を行いたいと考えています。
夜の街をさまよう子どもたちが危険につながる以
外の選択肢を持ち、搾取や暴力に行き着かない社
会の実現のため、応援お願いいたします！

一般社団法人 Colabo

「動く青少年センター」ご支援のお願い



夜間巡回バスによるアウトリーチ支援事業
「動く青少年センター」

【夜間巡回バスの機能】

公的機関や医療機関
などへの同行支援

スタッフが街で夜回り
発見し、声をかける

寝転んだり、ゲームをしたり、
携帯を充電したり、自由に過
ごすことができる

バスには研修を受けた
スタッフが常駐

夜の街

食事・物品・情報の提供

シェルターでの保護

関係機関との連携

【フリースペース】

支援者との関係性
構築・相談

安心して
くつろげる場

OPEN 20:00
CLOSE 26:00

食事、勉強、スタッフや友人
同士で歓談できる

【歓談スペース】

簡単な調理ができ、食事を
受け取れる

【キッチンスペース】

化粧品や衣類、コンドーム
など必要な物をもらうこと
ができる

【物品スペース】

緊急の保護や医療が
必要な場合は対応する

今日家に帰れない時や、性的
搾取などの被害から逃れるため、
このバスを見たら駆け込める



関係機関連携会議

出会いから自立まで、Colaboが伴走

● 発見し声かけ

● つながる

● 食事・物品、
 情報の提供

● 安心・安全に 
 過ごせる場

● 相談

● 支援者との
 関係性づくり

● Colaboの一時
 シェルター
● 児童相談所
● 婦人相談所
● 福祉事務所
● 生活困窮者自立支援
 制度相談機関
● 民間支援団体
● 警察
●医療機関
● 弁護士
● 労働関係機関
● 学校

● Colaboの中長期
 シェルター

● 児童養護施設

● 里親

● 自立援助ホーム

● 生活保護

● 民間シェルター

● グループホーム

● 住まいの確保

● 生活支援

● 学習支援

● 資格取得支援

● 就労支援

アウトリーチ 居場所・相談 一時支援 中長期支援 自立

【支援フロー】

就労支援としてのアクセサリー作り

シェルター

③ 自立支援

これまで行ってきた自立に向けた住まいの確保と生活支援や、高校受験や卒業の
ための学習支援、専門学校や大学などへの進学や資格取得サポートに加え、中間的
就労の場をつくります。私たちは、企業や職業訓練校、民間支援団体等と連携し、就
労支援を行っていますが、特に中卒者や高校中退者、虐待や性暴力被害経験、知的
障害や精神障害のある若年女性が安心して働き、経験を積める場が不足しています。
そのため、Colaboでも就労支援部門を立ち上げ、一人ひとりの状況やトラウマに配
慮した環境で若年女性がやりがいを感じながら働ける中間的就労の場をつくります。

一時シェルターは、虐待や性暴力被害を背景に孤立・困窮した少女が、「一夜を過ご
せる場所がない」「今日一日食べることができない」ときに駆け込める場として運営
しています。少女ごとに担当スタッフが付き、必要に応じて弁護士への相談や、学校、
医療、児童相談所、行政、警察などへの同行支援を行います。関係各所と連携しな
がら、少女が安心して過ごせる生活場所が見つかるまで、生活を支えます。中長期シ
ェルターは、半年～４年を目安に生活できる場として運営しています。

② シェルターでの保護・同行支援

④ 支援者養成講座
これまで、「気になる子を見かけたとき、どうした
らよいのかわからなかった」という声が全国か
ら寄せられました。支援者養成講座を開催し、さ
まざまな地域や職種の中で、声をかけ、つなが
るアウトリーチ支援者を増やします。

⑤ 調査研究・政策提言
活動から見えてくる現状をまとめ、夜の街で過
ごす少年少女の抱える困難を、社会の問題とし
て発信します。国の行うべき支援やこれからの
社会の在り方についての提言を行います。



稲葉  剛　立教大学大学院特任准教授／一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事
相談窓口を作って、待っていても、支援を必要としている人はなかなか来てくれない。これは経
済的な貧困や社会的な孤立など、様々な困難を抱えた人たちを支える活動の中で、幾度となく
言われてきたことです。なぜなら、「誰かに相談をして、助けてもらえた」という経験を持ったこと
のない人は、相談をすることによって自分の状況が良くなると思えず、窓口まで足が向かないか
らです。では、どうすればいいのか？待ちの姿勢をやめて、彼ら彼女らのもとに出かけていくこと。

それが「アウトリーチ」と呼ばれる活動です。夜の街にしか居場所のない子どもがいれば、自らそこに出かけていく。仁藤
夢乃さんたちはこれまで地道な「アウトリーチ」を続けてきました。その仁藤さんが、「バス」というツールを手に入れれ
ば、この社会で見たことのない新たな「アウトリーチ」の形が生まれるでしょう。応援し、見届けずにはいられません。

松本 俊彦　国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 部長
私はこれまで精神科医として、たくさんの「自分を傷つけずにはいられない」少女たちと出会って
きました。彼女たちは夜の街をあてどなく漂流し、様々な危険な目に遭いながら、いつ死んでも
おかしくない生き方をしていました。そして、みんなきまって助けを求めるのがとても下手くそで
した――一番しんどい状況のときには病院に姿を見せず、嵐が過ぎ去って少しだけ楽になった
頃に、「すごく大変だった」と報告しにやってくる――そんな感じです。それでも、来てくれるのは

よいのです。気になるのは、途中からずっと姿を見せないままでいる子たちです。あの子たちは今どこで何かをしている
のか――。こうした少女たちを救うには、病院や行政だけでは不可能です。夜の街に直接出向き、彼女たちと同じ目線、
同じ言葉で語りかけ、手を差し出してくれる人が必要です。私は、そのようなColaboの活動を応援しています。

藤原 志帆子　NPO法人人身取引被害者サポートセンターライトハウス  代表
このプロジェクトを応援します！ライトハウスもコラボさんとこれまでも特に10代、性的搾取の
被害にあう相談者の支援で協力することもあり、今回のプロジェクトでもっと、今孤独で辛い思
いをしている若者に繋がれると思います。巡回バスでの支援グループがあることが認知された
ら、SNSなどで情報を得た若者と、街で初めて対面で繋がれることになると思います。これ以上
孤独と痛みを抱え、制度や支援につながらず放置される少年・少女を増やしてはいけないと思
います。このような仕掛けが、今回のプロジェクトをきっかけに日本に広まればと思います。

安藤 優子　フジテレビ系「直撃LIVEグッディ！」メインキャスター
仁藤さんの少女たちを助けるための活動のすごいことは、常に発想が徹底して少女たちの目線、立
場にあることです。そしてきわめて現実的です。少女たちがなぜ自らを危険な目にさらさなくては生
きていけないのか、どうしてそうなってしまったか、そんな少女たちがほんとうに必要としているもの
はなにか、彼女は過去の体験から同じ目線で寄り添いながらその答えを見つけようと頑張っていま
す。私は仁藤さんの新しいチャレンジ、バスによるアウトリーチプロジェクトを応援いたします！

幸重 忠孝　こどもソーシャルワークセンター／幸重社会福祉士事務所  代表
子どもたちの居場所は歩いていけるところにないと意味がない。だから、中学校区に一つ
は小さな居場所が必要だよね。そう地域に訴えかけて居場所作りやその応援に取り組ん
できました。しかし広がってきた活動の多くは小学生以下の子どもたちを対象にしたもの
ばかり。そして一番大事にしている「夜の居場所づくり」は、場所やそこに関わるスタッフの
確保の難しさから広げることに苦戦していました。そんな矢先に同じ志で活動している仁

藤さんから夜間巡回バスを使ったアウトリーチ活動の話を聞いた時に「その手があったか！」と驚きと共に、一緒
にこの活動に取り組みたいと考えています。みなさんも出来る形で結構なのでこのプロジェクト応援しませんか。

私たちも応援しています！私たちも応援しています！賛同メッセージ賛同メッセージ



阿部  真紀　認定NPO法人エンパワメントかながわ理事長／デートDV防止全国ネットワーク事務局
虐待や貧困、性暴力、そして親密な関係にある人からの暴力としてのデートDV、こういった子どもたち
を取り巻く問題は、どれも絡み合いながら起きています。子どもたちの問題は、決して自己責任ではあ
りません。その家庭だけの問題でもありません。決して他人事にせず、私たちが暮らす社会の問題とし
て、私たち一人ひとりが向き合うべき問題です。放っておいてはならない、無視してはならないと思い
ます。出来ることから始めましょう。夜の街でSOSを発信する子どもたちへ、出向き、声をかけ、手を差
し伸べようとするこの取り組みに心より賛同します。皆さまからの応援をよろしくお願いいたします。

桐野 夏生　作家
仁藤夢乃さんとcolaboの、街にバスを出すという素晴らしいアイデアに、心底感心しま
した。実際に街に出て行って、居場所のない、そして行き場のない少女たちに、手を差し
伸べること。それも一時的な支援ではなく、彼女たちの心を引き受けること。言葉にする
のは簡単でも、それがどんなに大変で、責任のある仕事であるかは、やってみないとわ
からないことです。私は、仁藤夢乃さんの信念と行動力に、心から尊敬の念を持ってい
ます。そして、でき得る限り、支援していきたいと思っています。

坂本 悠紀子　新宿区更生保護女性会会長
保護司になって35年目の2013年、区内の活動から東京都の情報を知り、歌舞伎町で家出中の子ど
もに声をかける仁藤夢乃さんの活動を見つけた。講演会に出かけて彼女の活動を見て、これは大
変なことと認識した。私が今までしてきた虐待を受けていた子どもの支援では間に合わないことを
認識できた。町の小母さんに何ができるかを、国会議員の知人に相談して、歌舞伎町の見学会が実
現した。昨日から何も食べていない子がいると連絡を受けて新宿で待ち合わせて食事をした。夢乃
さんの活動を横目で見ながら過ごした数年の間に、彼女の活動は広がり、一人の女性が保護できる
限界にきている。ここで多くの賛同をえて、一人ずつでも支える活動が広がってほしいと望んでいる。

Keiichi SUTOc

水谷  隼  リオデジャネイロオリンピック卓球男子シングルス銅メダル、団体銀メダル、木下グループ所属
いつの時代でも未来を作り出す子供達が夢や希望を描ける社会づくりは必要ですが、少子高齢化
となったこの国ではそのことがより大切ではないかと思います。ただ、そんな中でも好きな教育を
受け、夢や希望を追うことのできる恵まれた環境の子供ばかりではないのも現状としてあります。そ
して、子供達の中には何らかの事情で家族や学校から離れ、孤立や自暴自棄となり、居場所を探す
子供達の心に忍び込み利用しようとする者も少なくないと聞いています。そのような現状に目を向
け、行き場を探す子供達の未来のために手を差し伸べて力をつくされている仁藤夢乃さんの活動
を私は応援しています。

中村  剛　弁護士／東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員
暴力団被害救済の仕事をしています。週末には盛り場を巡回しながら、被害相談を受けているところです。盛り
場では、暗黒につながる多くの入口が、少年少女を待ち受けています。15歳に満たない家出少女は、スカウトに
声をかけられたその日のうちに暴力団員に引き渡され、「商品チェック」と「技術指導」を受けました。その後の
１週間、彼女は１日１食の食事すら与えられず、15人の客をとらされることになりました。家族や社会に守られ
ているべき子どもたちが、こうした誤った入口に迷い込み、出口を見つけられずにいます。仁藤さんたちのバス
が、こうした子どもたちにとっての出口となり、希望につながる入口となることを願わずにいられません。

石内 都　写真家
少女という一瞬をどうやっていきるのか、 すべての女にとって大きな通過点だ。 少女は
常に分断され孤立し、いたぶられる。 それをはねのける力は一人の少女の中には無い。
家族も社会も国家も少女を一人の人間としてみていない。その少女を理解出来るのは
かつて少女だった私達だ。 少女が少女であるがまま自然でいられるように。

Maki Ishiic



私も中高生だった頃、父のDVや母の鬱病、両親の離婚、家族からの暴力などから家にいられず、月に25日、渋谷
の街を徘徊する生活を送っていました。家族と顔を合わせれば暴言や暴力が飛び交い、命の危険を感じたことも
ありました。リビングやお風呂、トイレ、キッチンなどの共有スペースを使うのにも気を使いました。
家で安心して眠れない日が続くと、学校への遅刻や授業中の居眠り、欠席が増え、教員
から注意されるようになりました。家で起きていることは教員や、他の大人の誰にも打
ち明けられませんでした。高校二年生の夏、私は高校を中退しました。将来について悩
んでいましたが、頼り相談できる大人はいませんでした。

ファーストフードや漫画喫茶、居酒屋、カラオケや、ビルの屋上に段ボールを敷いて一
夜を明かしたこともありました。繁華街での少年補導が厳しくなると、23時を過ぎる前
に渋谷から住宅街や郊外に移動し、隠れるようにして朝を待ちました。街では、自分と
同じような状況にある中高生と出会いました。

自分と似た状況にある子ども達の問題が「不良少年」「非行少女」として、子どもの問題、
子どもが悪さをしているという文脈でばかり語られる度に「私たちにも事情があって、
街に出ているのに」「本当は家にいたいのに」と思っていました。そんな私に声をかけ
てくるのは、買春者か、危険な仕事に斡旋しようとする人だけでした。

今でも、路上やネット上で声をかけるのは、少女の場合は、買春者や、JKビジネスや違法の風俗店や児童買春の
斡旋業者。少年の場合は振り込め詐欺の受け子や、違法の建築作業や除染作業に斡旋する業者などが声掛けを
しています。少女を違法風俗店に斡旋するためのスカウトとして少年が使われることもあります。

渋谷や新宿などの繁華街では、毎晩100人ほどのスカウトが街に立ち、
少年少女に声をかけています。犯罪や危険に巻き込まれる子どもが後
を絶たないのは、困っている子どもたちが支援につながる前に、危険
に取り込まれているからです。

犯罪や危険に巻き込まれる子どもが後を絶たないのは、
支援につながる前に、危険に取り込まれているからなのです。

理由があり夜の街にいる子どもたちの存在が、背景を知ろうとせず
「不良少年」「非行少女」として語られることが多いのです。

「ネットカフェ難民」が社会問題に
なっていた当時。「うちらも難民じ
ゃね」「ホームレスだよね」と仲間
とつぶやいていたことから「難民
高校生」（筑摩書房）を大学在学中
に書きあげました。

あきらめ感が強かったり、自暴自棄になったりしている子どもた
ちの多くは、「大人に諦められた」と感じる経験をしていたり、自己
責任論の中で「自分が悪い」と思い、声を上げられずにいます。

あきらめ感が強かったり、自暴自棄になったりしている子どもた
ちの多くは、「大人に諦められた」と感じる経験をしていたり、自己
責任論の中で「自分が悪い」と思い、声を上げられずにいます。

代表あいさつ



大人に言われた嫌な言葉―
Colaboとつながる14～26歳の28名が企画し児童買春の実態を伝える企画展
「私たちは『買われた』展」の展示の様子。そこに至るまでの背景を知ってほしいと、
保護者や教員、行政、警察、児童福祉関係者などから言われた言葉を作品にしました。

「そういう子どもたちは相談窓口に来ない」という声を支援の現場でよく聞きますが、家庭や学校などで傷つい
てきた子どもたちが、自ら相談機関を調べて、面談の予約を取り、交通費と時間をかけて相談に行くというのは

現実的ではありません。あきらめ感が強かったり、自暴自棄になったり
している子どもたちの多くは、「大人に諦められた」と感じる経験をして
いたり、自己責任論の中で「自分が悪い」と思い込み、声を上げられず
にいたりすることもあります。

荒れていた高校時代、朝帰りする私に声をかけてくれたおばあさんがいました。「お
はよう。寒いわね。風邪をひかないようにね」と。そんな当たり前の声掛けを私にして
くれる人がまだいたんだ、おばあさんとすれ違ってから、涙があふれたのを今でも覚
えています。

私も夜の街で16歳の女の子に声をかけたとき「気づいてくれてありがとう」と目に涙
をためて言われたことがあります。その声掛けがすぐに相談につながらなかったと

しても、気にかけている人がいることを感じられる経験の積み重ねが、信頼につながります。
「発見し、声をかけ、つながる」大人が増えることで、子どもが危険につながる以外の選択肢を持ち、搾取や暴力
に行きつかなくてよい社会をつくりたいと考えています。応援、よろしくお願いします！

出会いに行かなければ、出会えない子どもたち

「大丈夫？」「気を付けてね」の一言が、信頼の芽を回復させます

▼ある中学生の体験

Colaboで保護したある中学生は、真冬の深夜２時ごろ、父親に殴られ裸足で家を飛び出し
たといいます。暗闇の中、明るく光る自動販売機で暖をとろうと寄り掛かっていたそうで
す。小さな街の階段に座っていると、男に声をかけられて、事情を話すと、コンビニでお
にぎりを買ってくれました。手を握られて、「まずいと思ったが、怖くて抵抗できなかっ
た」と言います。男の家に着き、おにぎりを食べると「歯磨きかお
風呂、どっちかやる？」と聞かれ、断ったが強姦されました。初め
ての性行為でした。彼女は、おにぎり一つで体を売ったのだと、自
分を責めていました。
「声をかけて来るのは、そういう男の人だけだった。寝たくてもど
こで寝たらいいかわからないし、頼れるのはその人たちだけだった。
もっと、女の人とか、危なくない大人の人が声をかけてくれればい
いのに。自分はそういう大人になりたい」と彼女は言います。



http://www.colabo-official.net      info@colabo-official.net

中島 かおり　にんしんSOS東京代表理事
私たちにんしんSOS東京が受け取るのは、妊娠という課題に直面し、いよいよどうしようもなくなって、や
っとの思いで発信されたSOSです。彼女たちの多くは、それまで誰にも頼らず、自分の力でどうにかするし
かないと、SOSを出すことを、思いもつかないで生きてきた少女たちです。もっと早く出会えていたら、も
っと早く背負っている荷物を下ろせたら、そう感じることが何度もあります。協働先であるコラボさんが今、
出会いに行かなければ出会えない子どもたちに会うために、私たち大人ができること、『声なき声にアウ

トリーチをする活動』に挑戦しています。夜の街をさまよう青少年のいる場所に行き、バスという、ゆっくり安心できる居場所で、ま
ずはホッと一息、安心してもらう。これまで私たちが出会ってきた女の子たちの顔が浮かびます。私たちもこの活動を応援します。

横田 千代子　婦人保護施設いずみ寮寮長／全国婦人保護施設等連絡協議会会長
コラボの存在・働きは、居場所を失った女性たちにとっては心強い味方です。私たちも女性支援をし
ていますが、行政機関（女性相談センター）で措置された女性たちのみの支援です。根拠法を売春防
止法として設置されている「婦人保護施設」です。私たちは居場所のない女性たちを直接支援するこ
とが出来ません。いつも歯がゆく思っています。コラボの活動も、本来、私たちが踏み出さねばならな
い事業だと思います。行政の後ろ盾もなく今にある活動まで積みかされられた働きに心から敬意を

表します。「受け止めてくれる場所がある」「今晩一晩泊まれるところがある」大事な支援です。被害から身を守ります。コラボ
の働きと連携できるシステムが欲しいです。小さな灯が大きな社会の動きにつながる日を待ち望み、祈ります。

小島 慶子　エッセイスト
「外をふらついているのは素行の悪い子どもなのだから犯罪に巻き込まれても自業自得。性的搾取
や性暴力の被害にあっても自己責任。そもそも本人が遊ぶお金欲しさに望んでやっていることなの
では？」こんな意見を、あなたはどう思いますか？街にしか居場所のない子どもたちがいます。経済的
な事情や、家庭でのネグレクトや暴力など、様々な理由で帰る場所のない子どもたちがいます。身を
守るための知識がなく、頼れる人もいない子どもたちを利用したり、買ったりする大人たちが後を絶
ちません。そんな子どもたちが頼れる場所を増やそうという仁藤さんの取り組みに賛同します。

野々山 理恵子　生活協同組合パルシステム東京 理事長
私たちは助け合いの組織である協同組合として、これまでもコラボさんの活動と関わらせていただいて
きました。若者は未来。未来をつくるためには、未熟な段階の子どもや若者を暖かく受け止める社会が
必要です。そのような社会に向けた実践を自らつくり上げてきている仁藤さん達には深い敬意を覚える
とともに、仁藤さん達のおかげで未来社会に希望を持つことができることに感謝しています。バスによ
る支援活動は大きなインパクトを与えるとともに、社会を変えるきっかけになるのでは、と感じています。
「助けて」と言える社会と、助けが必要な人に手を差出せる社会を、ともに目指していきたいです。

打越 さく良　弁護士
弁護士として、虐待を受けた子どもたちの事件に取り組んでいます。でも、関われるのは、子どもを親
と分離する手続など、「一瞬」のこと。でも、傷ついた少女は、親と引き離されるだけでは、痛みから回
復できない。その後の日常を共感をもって伴走することが必要だけど…。そう思いながらも、ひとつ
ひとつの事件に取り組むのが精いっぱいです。そんな私は、少女に、法律的なことにかかわらず様々
なことに相談にのり、「居場所」を用意し、長期的にサポートする、Colaboの活動を知ったとき、感動し
ました。そして、そのColaboをサポートできるのが、とてもとてもうれしいです。

堤 未果　国際ジャーナリスト
スマホの普及やSNSにLINEなど、通信技術が進むほどに、行き場のない女の子たちの姿は見えにく
くなり、心の悲鳴は聞こえなくなってしまう。本当は一人一人かけがえのない、大切な存在なのに。必
要なのは、気にかけてくれる大人がいること。居場所とつながりがあること。それを誰よりも知ってい
て、現場で手を差しのべ続ける夢乃さん達。私たち大人が、無関心をやめることが入り口でしょう。
Colaboの貴い活動を、心から応援します！

堤未果事務所提供

活動に関するお問い合わせは…

一般社団法人 Colabo



民間団体と婦人保護施設事業の連携についての要望 

 
一般社団法人 Colabo 代表理事 仁藤夢乃 

 
（１）18 歳未満でも、性暴力や性犯罪の被害児童が婦人保護施設を利用できるようになっ
てほしい 
背景①児童相談所で、性売買や性的搾取に関わった少女が「ケアが必要な被害児童・要保
護児童」ではなく「非行少女」として捉えられてしまう 

Colabo では、中高生世代の女子（男子も年に５～１０名ほど）を対象に活動しており、
相談者の多くが１４～１８歳であるため、保護が必要な際には児童相談所に連携を求めな
がら支援することが多い。しかし、特に性売買や「援デリ」などの犯罪組織に関わってい
るなどし、性的搾取の被害にあっている子どもについては「非行」の困難ケースとして扱
われ、一時保護所や養護施設、里親などでの受け入れが難しいと判断されてしまうことが
ある。 

性的な問題とされる行動について、トラウマや精神面、生活の不安定さなどが背景にあ
る場合がほとんどだが、児童相談所では「虐待」ではなく「非行」ケースとして扱われて
しまうことが多い。性売買や性的搾取に関わった子どもたちへの対応に理解がない職員も
多く、性売買に関わる少女たちに対して、不適切な対応が繰り返されることがある。 

そうした経験から、性売買や性的搾取の被害に遭っていることを少女から打ち明けられ
ても、児童相談所には、そのことについて、本人から言わない限り共有できないことも多
い。 
 
⇒児童買春の問題を、子どもの非行問題、子ども自身の問題としてとらえるのではなく、
性的搾取や性暴力の被害児童としてケアの必要性を認識し、対応できるよう、婦人保護施
設の活用を検討していただきたい。 
 
背景②性売買にかかわるなどした少女に対して、児童福祉の範囲では適切なケアや対応が
しきれない 

児童買春などの性的搾取で被害に遭ったり、生き延びるための方法として犯罪に関わっ
たり、性を売ったりせざるを得ない状況を生き抜いてきたりした子どもたちの多くは、家
庭でも虐待の被害にあっており、トラウマを抱えていたり、重篤な精神障害を発症してい
る場合や、知的障害や発達障害のある者も少なくない。しかし、病状や障害を理由に、一
時保護所や児童養護施設の入所、里親家庭などでの養育が難しいと児童相談所に判断され
ることが多い。そうして行き場が見つからないまま、保護されないまま、売春あっせん組
織とのつながりを強めて、性病にかかったり、買春相手や性虐待をする親族の子どもを妊



娠したケースもある。 
性売買や性的搾取の被害に遭った少女を一時保護所では保護できないとして、児童相談

所が精神科に入院という形での一時保護（しかし、入院中の安全は守られず、加害者と少
女が接触。その後児童相談所は少女を自宅に帰してしまった）をしたケースや、家族が引
き取りを拒否し、少女が性売買に関わることを繰り返したため、児童自立支援施設に入所
することになったケースもあるが、いずれも「非行」ケースとしての対応となり、性暴力
被害児童としてトラウマケアや医療的な継続的な支援が行われておらず、その後も少女が
生活や気持ちが不安定になったときに性売買などを繰り返していた。 

性的虐待や性暴力の被害などを経験し、トラウマや障害を抱えた子どもについて「児童
福祉の範囲では見切れない」とはっきり児童相談所に言われたこともある。 

また、児童福祉の支援は１８歳で終了するため、長い目で支援者が伴走できる仕組みが
必要である。 

 
⇒児童相談所の一時保護所や児童福祉施設などでは生活が難しいケースでも、婦人保護

施設のように性暴力の被害にあった女性への対応を長年されてきた支援者による見守りが
ある環境でなら、支援を受けながら安心した生活を送り、トラウマケアも受けられるので
はないかと思われるハイティーンのケースがいくつもある。 

現状では、18 歳未満が婦人保護施設に入所することは難しいが、（ハイティーンの子ども
を受け入れるためには、携帯電話の使用についてなど、婦人保護施設のルール見直しも必
要だが、）性暴力被害児童の受け入れを婦人保護施設が積極的にできる仕組みが必要だ。 

18 歳未満のうちに児童相談所などでの相談歴や保護歴があっても、対象年齢でなくなれ
ば支援が終了となるため、婦人保護の支援に早期につながることができれば、児童福祉の
対象年齢を過ぎた後も継続して必要なときに支援を受けやすくなると考える。 
 
（２）婦人相談所を通さずに、婦人保護施設を利用したり、見学したり、お試し入居がで
きるようにしてほしい。 
 
背景①「措置機関」での面接や待ち時間が軽減されれば相談者が支援を利用しやすくなる 

現状では、婦人相談所を通さなければ、婦人保護施設は利用できないが、女性センター
などに相談に行くことのハードルがとても高い。婦人相談所の一時保護を経ないで、婦人
保護施設につなげられるようになってほしい。 

役所の女性相談に相談しても、自治体には婦人保護施設への措置権限がないため、どん
な選択肢があるかも具体的な提案がされないまま、窓口で長時間待たされることが多く、
相談者にとってたいへんな苦痛である。また、専門性が低い婦人相談員にあたってしまっ
たり、相談者と相性が悪かったりした場合にも、相談員が少ないことなどから担当を変え
てもらえないことがあり、相談員の質と人数の確保も必要だ。 



長い間支援につながらずに、性売買やホームレス生活などで生き延びてきた女性たちと
の信頼関係構築には時間がかかるが、やっと公的機関に相談に同行できる関係が築けて、
本人がそれを望むタイミングがきたと思った時に、役所に相談しても、そこで一から成育
歴などの聞き取りをされた上、長い間待たされたり、入所までに婦人相談所の一時保護所
（ルールも厳しい）を経なければならないなど、さらなるハードルが待っているため、「や
っぱりいいです」と支援の利用をあきらめてしまう人は少なくない。 
 
⇒相談者の負担を減らすためにも、相談者が今ある施設を利用しやすくするためにも、民
間支援団体と施設の「顔が見える関係性の中でのつなぎ」を可能にし、相談者に負担の少
ない形で、より信頼してもらいやすい形で婦人保護施設のことを紹介できるようになって
ほしい。顔が見える関係性の中で事前に情報共有をし、支援者間で役割分担をしたり、相
談者の状況や性格などによって相性や接し方を事前に考えて、入所時の面談の担当者など
を決めることができれば、相談者が支援を利用しやすい環境や雰囲気を作りやすい。 
 
⇒また、相談窓口の開所時間が日中の平日だけな場合が多く、相談者のニーズに合わない
ため、夜間、土日の対応を可能としてほしい。「電話で予約して来所」のハードルは高すぎ
るので、予約しなくても、夜間でも、「今日、行くところがない」というときに宿泊できる
緊急的な宿泊場所として、婦人相談所のシェルターではルールが厳しくハードルが高すぎ
るので、婦人保護施設を活用できるようにしてほしい。 
 
 
背景②見学や、お試し入居の必要性 

「措置機関」での面接や待ち時間なしに、婦人保護施設との直接的なやりとりをもとに、
施設見学に行けたり、お試し入居や一時宿泊ができるようにしてほしい。入居する前提で
はなく、選択肢の一つとして「こういう場所がある」ということを知ってもらえることは、
相談者のその後の選択にも大きくかかわってくる。 

もし、今の生活がうまくいかなくなっても行くところがあるという安心感があると、危
険に飛び込んでいく回数が減ったり、無理をして不満を貯めて限界を超えてしまう（そし
て、相談者はそんな自分を責めたり、また見捨てられたと感じたりする）ようなことを減
らすことにもつながる。 

すぐに入居につながらなくても、気持ちや状況が変わったときや、例えばコラボに関わ
っている相談者がコラボには言いにくいことがあったり、頼りたくないと考えたり、他の
シェルターを使ってみたいと思った時に、「あそこに行ってみようかな」と新たな形で SOS
を出せるかもしれない選択肢を増やすことができる。 
  
⇒今は、婦人保護施設につながる窓口が婦人相談所の一本しかなく、見学もできず、入居



できるか、どこに「措置」となるかについてすべての権限は婦人相談所にあるため、利用
しにくい。相談者がいくつか見学、希望する施設を選べるようなになることが必要である。 

 
⇒また、生活保護を利用しながら一人暮らしをしている相談者が、今の家を失わずに精神
障碍者のグループホームや婦人保護施設のお試しにいけるようにしてほしい。それができ
ないと、「施設に入ってうまくいかなかったときに住まいがなくなってしまう」という不安
から、今の生活を続けることが難しい精神状態であっても、必要な公的支援が利用できず、
自分に合った支援を見つけることもできない。 
 

 
（３）障害の診断、トラウマ治療の専門家や見捨てない医療につなぐ公的な支援を 
 （１）や（２）が実現できたとしても、Colabo への相談者には、婦人保護施設のルール
などから、公的なシェルターや婦人保護施設への入所を拒む女性のほうが多いと思われる。
そうした相談者を民間団体で支えながら、公的な「保護」を求めない相談者に対しても、
障害の診断や、トラウマ治療の専門家などの医療につなぐサポートをしてほしい。 
 たとえば、障害がありそうで、就労や生活のために障害者手帳の取得ができるかどうか
を含めて、検査を本人が望んだ時に、女性センターで「保護」などの支援を受けない人で
も、詳しい成育歴などを相談員に話さなくても検査をスムーズに受けられるようにしてほ
しい。 

また、生活保護を利用したり、精神障碍者手帳の取得など、福祉につながっていながら
も、適切な医療につながれずにいる相談者が多くいる。とくに、幼少期から性的虐待の被
害にあうなどし、PTSD、統合失調症、躁うつ病、解離性障害などを発症している人からの
相談が多いが、Colabo につながる精神障碍のある少女・女性たちは、すでに複数の医療や
公的機関、民間団体を転々としていることが多い。通っていた病院では見切れないとして、
通院や入院を拒否されたり、入院受け入れ先が見つからない場合でも、生活保護の担当ワ
ーカーもトラウマや障害などに詳しいくないことが多く、病院は基本的には相談者が自分
で探さなければならないため、その気力や体力もなく、適切な病院の情報もないことから、
医療に繋がれないことがある。入院して少し休みたいときに、そうさせてもらえる病院や、
トラウマ治療に詳しい医師が見つからないまま、状態が悪化してしまう。 

他害自傷の危険性がある場合は警察への通報や、自傷などで怪我をしている場合は救急
車を呼んで、大きな外傷があれば夜間でも病院で診てもらえるが、大した傷でないと救急
隊が消毒して絆創膏を貼るだけで帰ってしまい、精神科へ緊急入院することは容易ではな
い。大きい傷があり、病院で診てもらえても開放病棟では自殺のリスクがあることなどか
ら「危険で置いておけない」などと言われてしまうことがある。また、入院が必要だと判
断されても、虐待を受けるなどして頼れる親族がおらず、保証人がいない若者を受け入れ
てくれる病院が見つからないまま、自宅に帰されたケースもある。 



保証人がいなくても入院するには、「医療保護入院」せざるを得ないこともあるが、市長
などの同意が必要となりハードルが高い。そうした少女たちを受け入れる医療機関の発掘
と医療費の支援をお願いしたい。 
 
（４）民間支援団体への資金援助 

当団体では、役所への相談の壁を超える前の間、ご飯を食べに来たり、仮眠したり、一
泊したり、１週間、２週間と泊まることを繰り返しながら、公的機関の支援を活用できる
タイミングになったときに、繋げるようにしている。公的機関では難しい、「一宿一飯」に
対応し、年齢や所属、住所のある地域に関わらず、とにかくご飯を食べたり、泊まったり
することのできる場所を提供し、関係性をつくっていく。ホームレス支援でいう「ハウジ
ングファースト」や、困窮者自立支援法の「伴走型支援」の考えを Colabo も大切にしてい
おり、「相談者がどこの誰かわからない状態でも関わる」ということが公的機関との違いで
もある。 

Colabo はこれまで、公的機関からの資金を得ずに運営してきたが、本来公的機関がすべ
きところを補う形で民間支援団体が活動しているため、シェルター運営や、同行支援など
に関わるスタッフの人件費や家賃などを公的なバックアップのもとで行えるようになる必
要があると考えている。 


